
知らせお市からの

成
年
後
見
制
度
と
は

　

成
年
後
見
制
度
は
、
認
知
症
、
知

的
障
が
い
、
精
神
障
が
い
な
ど
で

「
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
」
が

自
分
ら
し
く
安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
、

本
人
の
権
利
や
財
産
を
守
り
、
意
思

を
尊
重
し
た
生
活
が
で
き
る
よ
う

「
成
年
後
見
人
等
」
を
選
び
、
法
律

的
に
支
援
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

　

ご
本
人
の
判
断
能
力
の
程
度
に

よ
っ
て
「
後
見
」、「
保
佐
」、「
補

助
」
の
3
つ
の
類
型
が
あ
り
ま
す
。

問福祉課（i
あい

プラザ 3 階）☎ 0538-37-4814　ＦＡＸ 0538-36-1635

あなたに寄り添い支援する成年後見人を育成します

市民後見人候補者養成講座がスタート

市
民
後
見
人
と
は

　

市
民
後
見
人
は
、
親
族
や
弁
護
士
、

司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士
な
ど
の
専

門
職
で
は
な
く
、
一
般
市
民
が
務
め

る
後
見
人
で
す
。
自
治
体
な
ど
が
実

施
す
る
養
成
講
座
を
受
講
し
た
方
の

中
か
ら
家
庭
裁
判
所
に
よ
っ
て
選
任

さ
れ
ま
す
。

　

地
域
の
身
近
な
存
在
と
し
て
、
本

人
の
意
思
を
よ
り
丁
寧
に
把
握
し
な

が
ら
、
市
民
感
覚
を
生
か
し
た
き
め

細
や
か
な
活
動
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

こんなときは成年後見制度利用の相談を

認知症が進行して、金銭管理や
福祉サービス利用の契約手続き
ができない。

　成年後見制度の相談は、お住まいの地区の地域包括支援センター
または市障害者相談支援センター（☎0538-86-3133）へ
※お住まいの地区の地域包括支援センターが不明の場合は、福祉課
　（☎0538-37-4814）へご確認ください

  

  

  

  

  

  

  

  

  

市民感覚を生かした
成年後見人

福祉の専門家 法律の専門家

　磐田市では、誰もが住み慣れた地
域で安心して暮らすことができる地
域社会の実現を目指して「判断能力
が十分でない方」の生活を市民の視
点で支援し、成年後見活動を行って
いく「市民後見人」の候補者養成講
座を実施します。
　あなたの経験などを生かして、成
年後見活動をしてみませんか。

▶と　き／ 7月23日㈪　午後1時30分～ 3時30分
▶ところ／豊田支所（森岡150）2階大会議室
▶内　容／①市民後見人の活動について（基調講演）
　　　　　②市民後見人候補者養成講座受講説明
▶対　象／市内在住または在勤で、市民後見人の活動
　　　　　に興味のある20歳以上の方
▶参加費／無料（講座受講時はテキスト代負担あり）
▶定　員／ 20人程度
▶申　込／ 7月13日㈮までに直接または電話で福祉課
　　　　　（iプラザ3階　☎37-4814）へ
▶その他／「市民後見人候補者養成講座」の受講を希
　　　　　望される方は、この説明会への参加が必須
　　　　　です。講座は8月下旬～ 9月、11月中旬～
　　　　　12月中旬の計10日間を予定しています

認知症の親が、訪問販売で必要
のない商品を大量に購入してし
まった。

知的障がいの子どもの金銭管理
を行ってきたが、将来が不安だ。

第1期市民後見人候補者養成講座
事前説明会参加者を募集

市民後見人 社会福祉士 弁護士・司法書士
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問
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー（
本
庁
舎
1
階
）
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情
報
公
開
制
度
と
は

　

情
報
公
開
制
度
と
は
、
市
民
参
加
に
よ

る
開
か
れ
た
市
政
を
推
進
す
る
た
め
、
市

が
管
理
し
て
い
る
公
文
書
を
請
求
な
ど
に

基
づ
き
公
開
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
制
度

に
よ
り
、
市
で
は
市
政
に
対
す
る
市
民
の

信
頼
性
の
確
保
や
市
政
の
透
明
性
の
向
上
、

市
民
参
加
の
充
実
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

平
成
29
年
度
の
請
求
な
ど
の
件
数
は

1
7
1
5
件
で
し
た
。
公
文
書
は
公
開
が

原
則
で
す
が
、
法
律
で
公
開
が
禁
止
さ
れ

て
い
る
も
の
や
、
個
人
を
特
定
で
き
る
情

報
（
個
人
情
報
）
な
ど
、
公
開
で
き
な
い

も
の
も
あ
り
ま
す
。

公
文
書
の
公
開
を
請
求
で
き
る
方

▼
市
内
に
住
所
の
あ
る
方

▼
市
内
に
事
務
所
、
ま
た
は
事
業
所
が
あ

　

る
個
人
お
よ
び
法
人
、
そ
の
他
の
団
体

▼
市
内
の
学
校
や
事
業
所
な
ど
に
通
学
ま

　

た
は
通
勤
し
て
い
る
方

▼
市
が
行
う
事
務
事
業
に
具
体
的
な
利
害

　

関
係
の
あ
る
方

　

こ
れ
ら
以
外
の
方
か
ら
公
開
の
申
し
出

が
あ
っ
た
場
合
、
で
き
る
限
り
対
応
す
る

よ
う
努
め
て
い
ま
す
。

公
開
の
手
続
き

　

所
定
の
書
式
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
市
役
所
本
庁
舎
1
階
の
市
民
相
談

セ
ン
タ
ー
へ
請
求
ま
た
は
申
し
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。
原
則
と
し
て
請
求
日
か
ら
15

日
以
内
に
公
開
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、

ご
連
絡
し
ま
す
。

　

手
続
き
や
閲
覧
は
無
料
で
す
が
、
写
し

の
交
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
費
用
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
請
求
に
対
し
公
開
し
な
い
と
の

決
定
に
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
く

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
の
財
政
状
況

平
成
29
年
度
予
算
執
行
状
況

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
市
の
財
政
状
況

が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
条
例
に
基

づ
き
年
2
回
公
表
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
平
成
29
年
度
下
半
期
（
平
成
30

年
3
月
31
日
現
在
）
の
予
算
執
行
状
況
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

その他
  （雇用・農業・商業など）

22,512円

合 計
343,298円

福祉事業など
  107,906円

防災・地域振興など
　50,622円道路・公園など

48,254円

ごみ対策など
28,402円

借金の返済
37,154円

学校の運営など
  35,526円

31.4%

10.8%

14.1%
14.7%

8.3%

消防など  
12,922円

10.3%

3.8%

昨年同期比
5,375円増

6.6%

一人当たりに使われた金額（一般会計）

◎人口：169,931 人
 （平成30年3月31日現在）

一人当たりの市税負担額（一般会計）

軽自動車税など
2,927円

都市計画税
8,601円

市たばこ税
5,670円 固定資産税

75,426円

42.2%

47.1%

5.4%

1.8%

3.5%
合 計

160,225円
昨年同期比
3,177円増

市民税（法人含む）
67,601円

会計名 予算額 収入済額 支出済額

一般会計 665億2,404万円 599億4,832万円 （90.1%）583億3,692万円 （87.7%）

特別会計
（国民健康保険・介護保険など） 410億8,838万円 373億  355万円 （90.8%）352億2,947万円 （85.7%）

公営企業会計
（水道事業・病院事業） 233億3,848万円 203億3,167万円 （96.0%）219億5,874万円 （94.1%）

予算の執行状況 　（　）内は執行率

種 類 現在高

地
方
債

一般会計 489億8,801万円
特別会計 344億8,769万円

公営企業会計 194億3,208万円

一時借入金 0円

地
方
債
・
一
時
借

入
金
の
現
在
高

市
有
財
産

市の財産状況 ※基金とは、条例に基づいて積み立てた市の貯金のことです

区 分 現在高
土 地 519万4,819㎡

建 物 53万4,337㎡

基 金※ 178億2,237万円

有価証券 8億8,538万円
問
財
政
課
（
本
庁
舎
4
階
）
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り
開
か
れ
た
市
政
を
目
指
し
て

情
報
公
開
制
度
を
活
用
の
方
へ

11 平成30年6月号



知らせお市からの

ま
す
。
夫
婦
で
不
育
症
に
関
す
る
共
通
の
認

識
を
持
ち
、
家
族
、
友
人
が
話
を
聞
い
た
り
、

職
場
や
近
所
で
気
を
遣
わ
な
い
で
済
む
よ
う

な
配
慮
を
し
た
り
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

◆
電
話
・
面
接
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

静
岡
県
不
妊
・
不
育
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー

で
は
、
不
妊
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
資
格
を
持
っ

た
助
産
師
や
保
健
師
な
ど
に
よ
る
電
話
相
談

と
、
産
婦
人
科
医
師
に
よ
る
面
接
相
談
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

電
話
相
談
窓
口

　
　

☎
0
5
4

－

2
0
4

－

0
4
7
7

　
　

火
曜
日
：
午
前
10
時
～
午
後
7
時

　
　

土
曜
日
：
午
前
10
時
～
午
後
3
時

　
　

※
年
末
年
始
、
祝
日
を
除
く

◆
不
育
症
に
関
す
る
補
助
を
受
け
る
に
は

　

市
で
は
今
年
4
月
1
日
か
ら
、
不
育
症
治

療
費
な
ど
の
補
助
を
開
始
し
ま
し
た
。
検
査

ま
た
は
治
療
に
要
し
た
費
用
の
自
己
負
担
額

（
保
険
適
用
外
）
の
う
ち
10
分
の
7
以
内
の

額（
公
費
補
助
上
限
額
：
24
万
1
5
0
0
円
）

を
補
助
し
ま
す
。対
象
者
の
要
件
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
子
育
て
支

援
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課
（
ｉあ
い

プ
ラ
ザ
3
階
）

☎
0
5
3
8

－

37

－

2
0
1
2

ＦＡＸ
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37

－
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1

不
育
症
を
知
っ
て
い
ま
す
か

平
成
30
年
10
月
診
療
分
か
ら

高
校
生
年
代
の
医
療
費
助
成
を
始
め
ま
す

問
子
育
て
支
援
課
（
ｉあ
い

プ
ラ
ザ
3
階
）

☎
0
5
3
8

－
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－

4
8
9
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平
成
30
年
10
月
診
療
分
か
ら
、
こ
ど
も

医
療
費
助
成
制
度
の
対
象
者
を
、
現
行
の

「
中
学
生
ま
で
」
か
ら
「
高
校
生
年
代
ま
で
」

に
拡
大
し
ま
す
。

◆
対
象
者

　

新
た
に
対
象
と
な
る
の
は
、
平
成
12
年

（
2
0
0
0
年
）
4
月
2
日
生
ま
れ
か
ら
平

成
15
年
（
2
0
0
3
年
）
4
月
1
日
生
ま

れ
で
、
磐
田
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
載

さ
れ
、
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
子
ど

も
で
す
。

◆
助
成
を
受
け
る
に
は

　

対
象
者
に
は
6
月
中
に
受
給
者
証
の
交

付
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
子
ど
も
の
健
康
保
険
証
の
コ

ピ
ー
を
貼
付
し
、
同
封
す
る
返
信
用
封
筒

（
切
手
不
要
）
を
使
用
し
て
子
育
て
支
援
課

へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
（
直
接
持
参
可
）。

受
給
者
証
は
、
9
月
下
旬
に
送
付
す
る
予

定
で
す
。

　

平
成
30
年
10
月
以
降
に
県
内
の
医
療
機

関
で
受
給
者
証
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
助

成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
県
外
で

の
受
診
や
受
給
者
証
を
提
示
し
な
か
っ
た

場
合
は
、
別
途
助
成
申
請
が
必
要
で
す
）。

◆
自
己
負
担
額
が
あ
り
ま
す

　

高
校
生
年
代
の
医
療
費
助
成
に
は
、
中
学

生
ま
で
と
異
な
り
、
自
己
負
担
額
が
あ
り
ま

す
（
中
学
生
ま
で
の
助
成
内
容
に
変
更
は
あ

り
ま
せ
ん
）。

◆
「
適
正
受
診
」
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

緊
急
性
が
な
い
軽
症
な
方
に
よ
る
休
日
・

夜
間
の
診
療
（
コ
ン
ビ
ニ
受
診
）
が
増
え
る
と
、

救
急
医
療
を
必
要
と
す
る
重
症
な
方
へ
の
対

応
が
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

必
要
な
人
が
安

心
し
て
医
療
を
受

け
ら
れ
る
よ
う「
適

正
受
診
」
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

　

妊
娠
し
て
も
流
産
や
死
産
、
生
後
1
週

間
以
内
に
赤
ち
ゃ
ん
が
亡
く
な
る
こ
と
を

繰
り
返
す
状
態
を
不
育
症
と
い
い
ま
す
。

　

不
育
症
は
、
適
切
な
治
療
を
受
け
れ
ば

80
％
以
上
の
確
率
で
出
産
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
正
し
い
知
識

で
不
育
症
を
理
解
し
ま
し
ょ
う
。

◆
ど
の
く
ら
い
の
人
が
流
産
を
繰
り
返
す
の
？

　

流
産
は
妊
娠
の
10
～
20
％
の
頻
度
で
起
こ

り
ま
す
。
こ
の
多
く
は
赤
ち
ゃ
ん
の
要
因
に

よ
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
2
～
3

回
以
上
繰
り
返
す
場
合
は
、
不
育
症
の
リ
ス

ク
因
子
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

1
人
目
を
出
産
し
、
そ
の
後
流
産
が
続

く
場
合
で
も
、
不
育
症
の
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
妊
娠
歴
が
あ
る
35
～
79
歳
の
女
性

の
流
産
経
験
者
は
、
左
の
通
り
で
す
。

（
静
岡
県
健
康
福
祉
部
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
よ
り
）

◆
周
囲
の
方
の
理
解
や
配
慮
が
大
切
で
す

　

不
育
症
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
流
産
な
ど
を
繰
り
返
す
体
験
が
ス

ト
レ
ス
に
な
り
、
妊
娠
を
諦
め
る
女
性
も
い

高校生年代の自己負担額

１回　５００円

１日　５００円
（食事療養費は助成対象外）

通院

入院

※保険診療の対象とならない診療
費・経費などや交通事故による
けがなど、第三者行為による傷
病は助成の対象となりません

1回の
流産経験者

33.8％

検
索

静
岡
県　

不
妊
・
不
育

2回の
流産経験者

3.3％

3回以上の
流産経験者

0.9％
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◆
対
象
機
器

①
通
話
録
音
機
器

　
　

固
定
電
話
に
取
り
付
け
、
通
話
内
容

を
録
音
し
、
電
話
着
信
時
に
通
話
内
容

を
録
音
す
る
こ
と
を
相
手
に
自
動
的
に

伝
え
る
機
能
が
あ
る
も
の

②
着
信
拒
否
機
器

　
　

固
定
電
話
に
取
り
付
け
、
電
話
の
着

信
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
自
動
的
に
判

別
し
、
悪
質
電
話
の
着
信
を
点
灯
に
よ

り
通
知
、
ま
た
は
自
動
的
に
着
信
を
切

断
す
る
機
能
が
あ
る
も
の

※
機
器
の
設
置
に
よ
っ
て
、
迷
惑
電
話
を

完
全
に
排
除
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん

※
補
助
制
度
に
つ
い
て
不
明
な
点
が
あ
れ

ば
、
購
入
前
に
地
域
づ
く
り
応
援
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
市
税
課
（
本
庁
舎
1
階
）

☎
0
5
3
8

－

37

－

4
8
0
9

ＦＡＸ
0
5
3
8

－

33

－

7
7
1
5

問
地
域
づ
く
り
応
援
課（
本
庁
舎
2
階
）

☎
0
5
3
8

－

37

－

4
7
5
1

ＦＡＸ
0
5
3
8

－

32

－

2
3
5
3

調
査
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

固
定
資
産
税
の
実
地
調
査
を
実
施
し
ま
す

迷
惑
電
話
防
止
装
置
の
購
入
を

補
助
し
ま
す 

　

壊
し
や
用
途
変
更
な
ど
を
確
認
し
ま
す
。

●
償
却
資
産

　

申
告
内
容
の
確
認
が
必
要
な
場
合
は
、

事
前
に
連
絡
の
上
訪
問
し
、
国
税
申
告

書
や
決
算
書
、
固
定
資
産
台
帳
な
ど
を

確
認
し
ま
す
。

詳
細
な
実
地
調
査
の
お
願
い（
土
地
・
家
屋
）

　

道
路
か
ら
見
え
な
い
部
分
や
土
地
・
家

屋
の
利
用
状
況
と
課
税
状
況
に
相
違
が
あ

る
場
合
に
は
、
立
ち
入
り
調
査
を
さ
せ
て

い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

そ
の
他

　

家
屋
に
つ
い
て
は
、
家
屋
照
合
調
査
（
詳

し
く
は
「
広
報
い
わ
た
5
月
号
8
ペ
ー
ジ
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
）
に
よ
る
実
地
調
査
も

併
せ
て
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
新
築
（
増
築
）
家
屋
は
完
成
後
、

事
前
に
連
絡
の
上
、
現
地
に
伺
い
調
査
を

行
い
ま
す
。

市
職
員
に
よ
る
実
地
調
査

　

地
方
税
法
第
４
０
８
条
で
は
、
固
定
資

産
税
の
適
正
な
評
価
お
よ
び
公
平
な
課
税

を
確
保
す
る
た
め
、
固
定
資
産
の
状
況
を

年
１
回
実
地
調
査
す
る
よ
う
規
定
し
て
い

ま
す
。
磐
田
市
で
も
、
こ
の
規
定
に
基
づ

き
固
定
資
産
（
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
）

の
実
地
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

市
職
員
が
調
査
に
伺
い
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。　

※
調
査
に
は
「
固
定
資
産
評
価
補
助
員
証
」

　

を
携
帯
し
た
職
員
が
伺
い
ま
す

◆
調
査
期
間
／
通
年

◆
対
象
地
域
／
市
内
全
域

◆
調
査
方
法

●
土
地
・
家
屋

　
　

道
路
か
ら
の
外
観
調
査
で
す
。
市
内

　

全
域
を
巡
回
し
な
が
ら
土
地
・
家
屋
の

　

現
況
と
課
税
状
況
に
相
違
が
な
い
か
を

　

調
査
し
ま
す
。

　
　

ま
た
、
平
成
30
年
1
月
2
日
以
降
に

　

分
筆
・
合
筆
さ
れ
た
土
地
や
利
用
状
況

　

に
変
更
が
あ
っ
た
土
地
、
家
屋
の
取
り

　

振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
特
殊
詐
欺
や
悪

質
な
勧
誘
電
話
な
ど
に
よ
る
高
齢
者
の
被

害
を
未
然
に
防
止
す

る
た
め
、
通
話
録
音

装
置
な
ど
の
機
器
の

購
入
費
用
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

◆
対
象
者　

　

申
請
時
に
お
い
て
市
内
在
住
の
65
歳
以

上
の
方

◆
補
助
内
容　

　
　

機
器
購
入
費
用
の
う
ち
、
1
0
0
0

円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
を

補
助
（
限
度
額
は
1
万
円
）

　

※
１
世
帯
1
回
1
台
限
り

　

※
補
助
件
数
は
1
0
0
件
を
予
定

◆
申
し
込
み

　
　

7
月
2
日
㈪
～
31
日
㈫
に
、
直
接
地

域
づ
く
り
応
援
課
、
各
支
所
市
民
生
活

課
、
各
交
流
セ
ン
タ
ー
へ

　

※
先
着
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
応
募
者
が

多
数
の
場
合
は
、
対
象
者
を
選
定
し
ま

す
。
対
象
者
に
は
、
市
か
ら
内
示
通
知

を
送
付
し
ま
す
の
で
内
示
通
知
を
受
け

て
か
ら
機
器
を
購
入
し
て
く
だ
さ
い

（例）この電話は、
振り込め詐欺など
の犯罪被害防止の
ため、会話内容が
自動録音されます。
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